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第２章 大村市の男女共同参画の現状と課題 

 

１ 第４期プランの達成状況と課題 

第４期プランにおける基本⽬標ごとの指標の達成状況と課題は次のとおりです。 

◎：⽬標値達成 
：達成はしていないが、基準値を上回る   
：基準値を下回っている 

̶：新型コロナウイルスの影響により実績なし 

（（１１））基基本本⽬⽬標標ⅠⅠ  ああららゆゆるる分分野野ににおおけけるる⼥⼥性性のの活活躍躍  
基本⽬標Ⅰは、プランの推進を図るための指標として 8 項⽬を設け、25 の取組を⾏って

きました。達成状況につきましては、８項⽬中、基準値を上回った項⽬が４項⽬、基準値を
下回った項⽬が３項⽬、実績なしが１項⽬で、⽬標を達成できた項⽬はありませんでした。 

「審議会等への⼥性の参画割合」については実績値が 26.0％で、基準値をわずかに上回
っていますが、⽬標値である 35.0％を⼤きく下回っています。取組としては、審議会等の
所管課から関係団体に対し、⼥性委員の積極的な推薦を依頼してきましたが、「団体代表や
団体推薦者に⼥性が少ない」、「専⾨的知識や技能、資格を必要としているが、その職に⼥性
が少ない」等の理由により、⼥性の参画が伸びていない状況があります。 

また、市⺠意識調査の結果では、今後さらに⼥性が政策や⽅針を決定する場へ参画してい
くためには、組織運営の改善や更なる理解促進、男⼥ともに意識を⾼めていくことが必要で
あるとの意⾒が多く挙がっています。 

今後、関係団体の理解と協⼒を得ながら役職にとらわれない登⽤や、政策・⽅針を決定す
る場へ参画する意識の向上を⽬指す取組が必要です。 

ププラランンのの推推進進をを図図るるたためめのの指指標標 基基準準値値  
（（HH2288 年年度度）） 

⽬⽬標標値値  
（（RR33 年年度度）） 

参参考考  
（（RR11 年年度度））  

実実績績  
（（RR22 年年度度）） 

達達成成  
状状況況 

審議会等への⼥性の参画割合 25.6％ 35.0％ 24.9% 26.0％  
地区別ミーティングの⼥性の参加率 20.0％ 35.0％ 22.7% ― ― 
⼥性のための再就職講座参加者数 33 ⼈ 60 ⼈ 20 ⼈ 18 ⼈  
産業⽀援センターを活⽤した⼥性の割合 − 40.0％ 28.6％ 19.4％  
家族経営協定の締結組数 152 組 177 組 156 組 163 組  
男性の⽣活⾃⽴のための実践講座参加者数 28 ⼈ 60 ⼈ 184 ⼈ 12 ⼈  
ボランティア団体のボランティアセンター 
利⽤件数 

1,300 件 1,450 件 1,117 件 1,165 件  

⾃主防災組織の結成率 53.2％ 80.0％ 56.1％ 58.1％  
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（（２２））基基本本⽬⽬標標ⅡⅡ  男男⼥⼥共共同同参参画画社社会会のの実実現現にに向向けけたた基基盤盤づづくくりり  
基本⽬標Ⅱは、指標として 7 項⽬を設け、17 の取組を⾏ってきました。達成状況につき

ましては、7 項⽬中、基準値を上回った項⽬が 2 項⽬、基準値を下回った項⽬が 5 項⽬で、
⽬標を達成できた項⽬はありませんでした。 

「男⼥が平等な社会」と感じる割合及び「男⼥共同参画社会」について理解している⼈の
割合は、毎年実施している市⺠満⾜度調査の結果によるものです。「男⼥共同参画社会」に
ついて理解している⼈の割合は、52.8％で⽬標値には届いていないものの増加傾向にありま
すが、「男⼥が平等な社会」と感じる割合は、34.1％で基準値を下回っています。 

市⺠意識調査で男⼥の平等感について尋ねたところ、「社会の通念や慣習・しきたり」、「社
会全体」、「政治や⾏政の政策・⽅針決定の場」において、男性が優遇されているとの認識が
⾼く、いまだに固定的な性別役割分担意識※1 が⼤きな存在であることがうかがえ、その意識
の解消が課題となっています。⼀⽅、「学校教育の場」では男⼥の平等感が⾼い結果となっ
ており、⼩・中学校における男⼥共同参画の視点に⽴った教育や、児童・⽣徒に向けた⼈権
教育、性別にとらわれない進路指導等の取組が効果を挙げている状況です。 

また、男⼥共同参画意識の普及啓発、理解の促進のために実施している講座や講演会の参
加状況については、男性や若年層の参加数が伸び悩んでいる傾向があります。今後は性別に
かかわらず、より幅広い年代に参加してもらえるよう、内容や周知⽅法の検討をさらに進め
ていくことが必要です。 

 

ププラランンのの推推進進をを図図るるたためめのの指指標標 基基準準値値  
（（HH2288 年年度度）） 

⽬⽬標標値値  
（（RR33 年年度度）） 

参参考考  
（（RR11 年年度度））  

実実績績  
（（RR22 年年度度）） 

達達成成  
状状況況 

「男⼥が平等な社会」と感じる⼈の割合 41.9％ 60.0％ 36.8％ 34.1％  
「男⼥共同参画社会」について理解している⼈
の割合 

47.0％ 60.0％ 47.2％ 52.8％  

男⼥共同参画講座・講演会への参加者数 1,927 ⼈ 2,100 ⼈ 1,936 ⼈ 131 ⼈  
地域への男⼥共同参画出前講座の参加者数 254 ⼈ 300 ⼈ 229 ⼈ 40 ⼈  
⼦育て相談件数 8,706 件 9,000 件 6,256 件 4,183 件  
病児保育施設を利⽤する幼児数 2,136 ⼈ 3,600 ⼈ 1,478 ⼈ 581 ⼈  
放課後児童クラブを利⽤する児童数 1,561 ⼈ 1,875 ⼈ 1,824 ⼈ 1,820 ⼈  

 
  

※※11  固固定定的的なな性性別別役役割割分分担担意意識識：男⼥を問わず個⼈の能⼒等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男は
仕事・⼥は家庭」、「男性は主要な業務・⼥性は補助的業務」等のように、男性、⼥性という性別を理由として、役割を固定
的に分ける考え⽅のこと。 
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（（３３））基基本本⽬⽬標標ⅢⅢ  男男⼥⼥のの⼈⼈権権尊尊重重とと安安⼼⼼なな暮暮ららししのの実実現現  
基本⽬標Ⅲは、指標として 7 項⽬を設け、32 の取組を⾏ってきました。達成状況につき

ましては、7 項⽬中、基準値を上回った項⽬が 1 項⽬、基準値を下回った項⽬が３項⽬、実
績なしが 2 項⽬、⽬標を達成できた項⽬が 1 項⽬でした。 

近年、ＤＶ被害などを含む相談件数が増加しており、令和 2 年度に男⼥共同参画推進セ
ンターに寄せられた相談件数は 239 件（延べ）で、平成 28 年度の 94 件（延べ）の約 2.5 倍
になっています。 

「配偶者等からの暴⼒の相談窓⼝を知っている⼈の割合」については、令和 1 年度の実
績値が 51.4％で、⽬標値には届いていませんが、基準値の 28.1％を⼤きく上回っています。
取組としては、広報紙やホームページ等による広報、イベントや「⼥性に対する暴⼒をなく
す運動期間」、「国際⼥性デー」にあわせた周知活動、公共施設や商業施設に相談機関のカー
ドを設置するなどの取組を⾏いました。⼀⽅、市⺠意識調査の結果では、ＤＶ被害を受けた
際に、『どこ（だれ）にも相談しなかった（できなかった）』との回答が約５割を占めていま
した。その結果から、ＤＶ被害者にＤＶから抜け出すことを諦めさせない取組が求められて
います。引き続き相談窓⼝の周知・啓発に努めるとともに、ＤＶの危険性について理解を広
め、相談につながりやすい窓⼝づくりに努める必要があります。 

「デートＤＶ※1 予防講座」は、市内の中⾼⽣を対象に実施しています。市⺠意識調査では
ＤＶの防⽌策について『⼈権を尊重する教育を学校・地域・職場・家庭で充実する』との意
⾒が多数挙がっており、⾃らがＤＶの加害者や被害者にならないよう、若年層に対する受講
体制を更に整えていく必要があります。 

 

ププラランンのの推推進進をを図図るるたためめのの指指標標 基基準準値値  
（（HH2288 年年度度）） 

⽬⽬標標値値  
（（RR33 年年度度）） 

参参考考  
（（RR11 年年度度））  

実実績績  
（（RR22 年年度度）） 

達達成成  
状状況況 

⼈権教育啓発のための講演会及び研修会の 
参加者数 

418 ⼈ 500 ⼈ 334 ⼈ ― ― 

デートＤＶ予防講座参加者数 1,790 ⼈ 3,000 ⼈ 1,230 ⼈ 737 ⼈  
配偶者等からの暴⼒の相談窓⼝を知っている
⼈の割合 

28.1％ 60.0％ 51.4％ ― ― 

乳がん検診受診率 26.5％ 50.0％ 31.5％ 20.0％  
⼦宮がん検診受診率 30.5％ 50.0％ 37.1％ 38.6％  
⾼等職業訓練促進給付費制度利⽤による 
就職率 

75.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ ◎ 

⽣活保護受給者で就労開始した⼈の数 78 ⼈ 90 ⼈ 90 ⼈ 50 ⼈  
  

※※11  デデーートトＤＤＶＶ：10 代や 20 代などの若い世代に⽣じる交際相⼿からの暴⼒のこと。配偶者からの暴⼒であるＤＶに対して、婚姻関
係にない男⼥間で起こる暴⼒や⾏動をデートＤＶと呼んでいる。 
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２ 市民意識調査結果の概要 

令和３年 1 ⽉に、市⺠ 3,000 ⼈を対象として「男⼥共同参画に関する市⺠意識調査」を実施
し、1,298 ⼈から回答をいただきました。調査結果の概要は次のとおりです。 

 
（（１１））男男⼥⼥共共同同参参画画ににつついいてて  

①①社社会会ののああららゆゆるる分分野野ににおおけけるる男男⼥⼥のの平平等等感感ににつついいてて  

『男性が優遇されている』『どちらかといえば男性が優遇されている』と答えた⼈の割合
は、『社会の通念や慣習・しきたり』が 70.0％で最も多く、次いで『社会全体』、『政治や⾏
政の政策・⽅針決定の場』となっています。また、『平等である』が最も多かったのは『学
校教育』で 51.5％となっています。 

 
■社会のあらゆる分野における男⼥の平等感 

 
  

2.2 

1.6 

0.7 

0.4 

0.5 

1.1 

0.8 

0.8 

4.3 

5.4 

2.5 

5.8 

2.5 

4.6 

2.2 

3.2 

38.4 

31.4 

51.5 

35.9 

15.2 

32.3 

18.0 

14.9 

32.4 

30.8 

11.0 

26.7 

44.1 

30.0 

35.9 

48.0 

12.6 

13.6 

2.9 

7.6 

25.9 

13.6 

26.0 

20.8 

8.0 

13.5 

27.1 

21.0 

9.7 

16.0 

14.9 

10.3 

2.1 

3.6 

4.3 

2.7 

2.2 

2.5 

2.2 

2.0 

家庭生活

職場

学校教育の場

地域活動の場

社会の通念や慣習・しきたり

法律や制度

政治や行政の政策・方針決定の場

社会全体としてみた場合

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性が優遇されている どちらかといえば女性が優遇されている

平等である どちらかといえば男性が優遇されている

男性が優遇されている わからない

無回答
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②②『『男男はは仕仕事事、、⼥⼥はは家家庭庭』』とといいうう考考ええ⽅⽅ににつついいてて  

『反対』が 42.6％、『賛成』が 4.5％、『どちらとも⾔えない』が 49.5％で、平成 28 年度
調査と⽐較すると、『反対』が 10.8 ポイント増加しています。⼀⽅、性別で⽐較すると『反
対』は男性が 33.9％、⼥性は 49.3％で、15.4 ポイントの開きがあります。 

■『男は仕事、⼥は家庭』という考え⽅について 

 
 

③③男男性性のの育育児児休休業業取取得得ににつついいてて  

男性が「育児休業」を取ることについて、全体では『積極的に取った⽅がよい』が 44.8％
で最も多く、次いで『どちらかといえば取った⽅が良い』が 37.9％で、合わせて 8 割以上
が育児休業取得に肯定的であることがわかります。 

また、育児休業を取得しなかった理由については、『制度そのものが無かったから』が
48.8％で最も多く、次いで『休むと職場に迷惑がかかるから』、『収⼊が減ったり、無くなる
と困るから』、『雇⽤主や上司の理解が得にくく、取りにくい職場環境だったから』が続いて
います。 

■育児休業を取得することについて 

4.5 

7.1 

2.7 

0.0 

8.5 

42.6 

33.9 

49.3 

27.8 

31.8 

49.5 

55.1 

45.1 

66.7 

58.1 

3.4 

3.9 

3.0 

5.6 

1.6 

全体(n=1298)

男性(n=537)

女性(n=743)

その他(n=18)

H28調査全体（n=704）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 反対 どちらともいえない 無回答

44.8 

42.5 

47.0 

22.2 

37.9 

38.9 

37.1 

33.3 

5.6 

7.8 

4.0 

5.6 

1.5 

1.1 

1.7 

0.0 

8.6 

8.4 

8.3 

22.2 

1.6 

1.3 

1.7 

16.7 

全体(n=1298)

男性(n=537)

女性(n=743)

その他(n=18)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に取った方がよい どちらかといえば取った方がよい

どちらかといえば取らない方がよい 取らない方がよい

わからない 無回答
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■育児休業を取得しなかった理由（複数回答） 

 

 

48.8 

43.5 

21.8 

19.4 

10.9 

3.2 

1.5 

14.1 

4.7 

0% 20% 40% 60%

制度そのものがなかったから

休むと職場に迷惑がかかるから

収入が減ったり、無くなると困るから

雇用主や上司の理解が得にくく、取りにくい職場環境

だったから

育児は女性がやるべきだと思ったから

他人の目が気になったから

自分の出世に影響すると考えたから

その他

無回答

全体(n=340)

● 社会⽣活の多くの場⾯で「男性の⽅が優遇されている」と感じる⼈の割合が⾼く、
特に男性よりも⼥性の⽅が強く感じています。⼀⽅、「平等である」との意識はどの
場⾯においても⼥性よりも男性の⽅が⾼く、男⼥の意識に隔たりがあります。 

男⼥の不平等感の解消のためには、社会のあらゆる分野に男⼥が対等に参画する
機会を確保し、特に政策・⽅針決定過程への⼥性の積極的な参画を推進する必要が
あります。 

 
● 「男は仕事、⼥は家庭」という考え⽅について、平成 28 年度調査と⽐較すると

「賛成」が 4.0 ポイント減少し、「反対」が 10.8 ポイント増加していることから、
「固定的性別役割分担意識」に多少の変化がみられます。しかし、今回の調査を性
別で⽐較すると「反対」は男性が 33.9％、⼥性が 49.3％で、15.4 ポイントの開きが
あり、まだまだ男⼥の意識に違いがあります。 

引き続き、男⼥が平等にあらゆる分野で活躍できるよう、すべての⼈に向けた意
識啓発が重要です。 

 
● 男性の育児休業取得については、肯定的な意⾒が 8 割を超えているものの、実際

の取得には、周囲の理解や制度を利⽤しやすい職場環境の整備が課題となっていま
す。制度を気兼ねなく利⽤できるような職場環境の整備と周囲の理解を進めるため
の周知・啓発が必要です。 

ままととめめ  
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（（２２））⼥⼥性性活活躍躍推推進進ににつついいてて  

①①⼥⼥性性がが職職業業にに就就くくここととににつついいてて  

『結婚や出産・育児に関わらず、ずっと仕事を続ける⽅がよい』が 41.0％で最も多く、次
いで『出産・育児期間は⼀度退職し、⼦どもが成⻑したら再び職業に就く⽅がよい』が 36.0％
となっており、合わせて 77.0％が出産・育児を経験した後も職業に就く⽅がよいと回答し
ています。 

平成 28 年度調査と⽐較すると、『結婚や出産・育児に関わらず、ずっと仕事を続ける⽅が
よい』が 32.0％から 9 ポイント増加しており、⼦どもの有無にかかわらず⼥性は仕事を続
ける⽅がよいと考える⼈が多くなっています。⼀⽅で、『その他』の意⾒では、個⼈の⽣き
⽅であり、それぞれの判断でよいとの回答も多くみられました。 

 
■⼥性が職業に就くことについての意識 

 
  

②②出出産産やや⼦⼦育育てて等等にによよりり退退職職すするるここととななくく、、継継続続ししてて⼥⼥性性がが働働くくたためめにに必必要要ななこことと
ににつついいてて  

『育児休業・介護休業の制度を充実させる』、『労働時間の短縮やフレックスタイム制※1 の
導⼊』、『育児や介護のための施設やサービスを充実する』、『⻑時間労働や残業の習慣を改め
る』、『企業経営者や職場の理解を深める』といった項⽬が回答の上位となっています。 

 

  

41.0 

39.1 

42.9 

16.7 

32.0 

36.0 

36.1 

35.8 

38.9 

45.7 

5.2 

5.6 

5.1 

0.0 

5.7 

1.9 

1.9 

2.0 

0.0 

3.1 

0.5 

0.7 

0.3 

0.0 

0.7 

6.8 

6.9 

6.6 

11.1 

10.9 

6.7 

7.3 

5.8 

27.8 

1.9 

2.4 

1.5 

5.6 

1.8 

全体(n=1298)

男性(n=537)

女性(n=743)

その他(n=18)

H28調査全体（n=704）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結婚や出産・育児に関わらず、ずっと仕事を続ける方がよい 出産・育児期間は一時退職し、子どもが成長したら再び職業に就く方がよい

子どもができるまでは、職業に就く方がよい 結婚するまでは、職業に就く方がよい

女性は職業に就かない方がよい その他

わからない 無回答

※※11  フフレレッッククススタタイイムム制制：⾃由勤務時間制のこと。１か⽉以内の⼀定期間における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者は
その枠内で各⽇の始業及び終業の時刻を⾃主的に決定して働く制度。 
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■⼥性が継続して働くために必要なこと（複数回答） 

 

③③政政策策やや⽅⽅針針をを決決定定すするる場場へへ⼥⼥性性がが参参画画すするるたためめにに必必要要ななここととににつついいてて  

『男性優位の組織運営を改める』が 42.8％と最も多く、次いで『家庭、職場、地域におけ
る性別による役割分担や性差別の意識を改める』、『男性・⼥性両⽅の意識を⾼める』が続い
ています。 

■政策や⽅針を決定する場へ⼥性が参画するために必要なこと（複数回答） 
 

 
 
  

42.4 

37.2 

31.0 

28.7 

28.7 

25.8 

20.3 

20.3 

13.6 

10.9 

7.6 

5.5 

3.5 

2.3 

1.2 

2.2 

0% 20% 40% 60%

育児休業・介護休業等の制度を充実させる

労働時間の短縮やフレックスタイム制を導入する

育児や介護のための施設やサービスを充実する

長時間労働や残業の習慣を改める

企業経営者や職場の理解を深める

賃金・昇進・昇格における男女格差をなくす

結婚・出産による退職等の慣行を改める

配偶者の理解・協力を得られるようにする

正規職員としての雇用を増やす

仕事内容における男女格差をなくす

配偶者以外の親族の理解・協力を得られるようにする

女性自身の知識や経験、就業意欲を高める

わからない

その他

特に必要なことはない

無回答

全体(n=1298)

42.8 

38.8 

35.1 

27.9 

24.9 

24.7 

21.7 

17.5 

7.2 

2.1 

1.5 

2.6 

0% 20% 40% 60%

男性優位の組織運営を改める

家庭、職場、地域における性別による役割分担や性差別

の意識を改める

男性・女性両方の意識を高める

家族の支援・協力が得られるようにする

女性の能力を向上させる機会を増やす

女性の参画を積極的に進めようと考える人(男女とも)を

増やす

一定の割合で女性を登用するよう制度化する

女性の活動を支援するネットワークをつくる

わからない

その他

特に必要なことはない

無回答

全体(n=1298)
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● ⼥性が職業に就くことについては、77.0％の⼈が出産・育児後も職業に就く⽅がよ
いと考えています。その⼀⽅で、『その他』と回答した⼈の意⾒で、「⼈それぞれの⽣
き⽅を尊重すべき」、「家族で話し合い納得できていれば、どの選択肢でもいい」とあ
るように多様な働き⽅への肯定的な意⾒が⾒受けられます。 

⼈⽣の各段階に応じて多様な働き⽅が選択・実現できるよう、ワーク・ライフ・バ
ランスの実現に向けた周知・啓発を進める必要があります。 

 
● ⼥性が継続して働き続けるために必要なこととして、出産や⼦育て、介護等のラ

イフステージ※1 に応じた柔軟な働き⽅が選択できるとともに、育児休業や介護休業
などに関する制度やサービスの充実、職場環境の整備や周囲の⼈の理解といった
様々な⾓度からの⽀援が求められており、サービス等の充実と周知啓発を共に進め
ていくことが必要です。 

 
● ⼥性が政策や⽅針を決定する場へ参画していくためには、「男性優位」や「性別役

割分担意識」といった固定的な社会通念を改め、組織運営の改善や男⼥双⽅の意識
を⾼めるための啓発が必要です。 

ままととめめ  

※※11  ラライイフフスステテーージジ：年齢や⼈⽣の節⽬（出⽣・⼊学・就職・結婚・出産など）に伴って変化する⽣活段階のこと。 
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（（３３））⼈⼈権権（（ＤＤＶＶ・・セセククハハララ・・ＬＬＧＧＢＢＴＴ※※11））ににつついいてて  

①①ＤＤＶＶ被被害害のの経経験験ににつついいてて  

各ＤＶにおいて、被害の経験がある⼈の割合は、すべて⼥性が男性を上回っています。⼥
性におけるそれぞれの被害の割合は、殴ったり、蹴ったりするなどの『⾝体的なＤＶ※2』が
10.2％、⼈格を否定するような暴⾔や交友関係を細かく監視するなどの『精神的なＤＶ※3』
が 9.2％、⽣活費を渡さないなどの『経済的なＤＶ※4』が 6.5％、『性的なＤＶ※5』が 7.3％と
なっています。 

■DV 被害の経験の有無 

 
 

 
 

  

2.4

10.2

5.6

4.3

9.2

5.6

1.5

6.5

0.0

0.4

7.3

11.1

94.2

87.2

72.2

92.4

88.0

72.2

95.3

90.2

77.8

95.5

89.5

72.2

3.4

2.6

22.2

3.4

2.8

22.2

3.2

3.4

22.2

4.1

3.2

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性（n=537）

女性（n=743）

その他（n=18）

男性（n=537）

女性（n=743）

その他（n=18）

男性（n=537）

女性（n=743）

その他（n=18）

男性（n=537）

女性（n=743）

その他（n=18）

ある ない 無回答

D：いやがっているのに性的な⾏為を強要、ま
た、避妊をしないということがあった 
【性的な DV】 

C：⽣活費を⼗分渡さない、借⾦を強いる、収⼊
を教えない、家計に厳しく⼝を出す、など
された【経済的な DV】 

A：なぐったり、けったり、物を投げつけたり、

突き⾶ばしたりするなどの⾝体に対する暴

⾏を受けた【⾝体的な DV】 

B：⼈格を否定するような暴⾔や交友関係を細
かく監視するなどの精神的な嫌がらせを受
けた、あるいは、あなたやあなたの家族に
危害が加えられるのではないかと恐怖を感
じるような脅迫を受けた【精神的な DV】 

※※11  ＬＬＧＧＢＢＴＴ：性的マイノリティを表す⾔葉の⼀つ。⼥性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者
（バイセクシュアル、Bisexual）、体の性と⼼の性が⼀致していない状態（トランスジェンダー、Transgender）の頭⽂字。 

※※22  ⾝⾝体体的的ななＤＤＶＶ：殴る、蹴る、物を投げる、突き⾶ばす、物を使ってたたく、引きずり回すなど、体を傷つける暴⼒のこと。 
※※33  精精神神的的ななＤＤＶＶ：⼤声で怒鳴る、無視する、脅す、壁をたたいたりドアを蹴ったりする、相⼿が⼤切にしている物を壊す、電話やメ

ールで⾏動をチェックする、実家や友⼈との付き合いを制限するなど、精神的に追い込む暴⼒のこと。 
※※44  経経済済的的ななＤＤＶＶ：⽣活費を渡さない、酒やギャンブルに⽣活費をつぎ込む、仕事を制限するなど、経済的に⾃由を許さないこと。 
※※55  性性的的ななＤＤＶＶ：性交渉を強要する、避妊をしない、中絶を強制する、異常に嫉妬⼼を抱くなど、性的に⼼⾝ともに受ける暴⼒のこと。 
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②②ＤＤＶＶ被被害害にに関関すするる相相談談状状況況ににつついいてて  

『どこ（だれ）にも相談しなかった（できなかった）』が 47.4％で最も多く、実際に打ち
明けたり、相談をした相⼿は『家族や親せき』が 30.1％、次いで『友⼈・知⼈』が 26.9％
となっており、まずは⾝近な⼈に相談している状況がうかがえます。⼀⽅、⺠間の専⾨機関
や、県及び市の公的な相談窓⼝等に相談したとの回答の割合は低くなっています。 

ＤＶ被害を相談しなかった（できなかった）理由については、男性では「相談しても無駄
だと思ったから」の 68.8％、⼥性では『⾃分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけ
ると思ったから』の 43.9％が最も⾼い割合となっています。 

また、⼥性と⽐較して男性では「⾃分にも悪いところがあると思ったから」、「他⼈を巻き
込みたくなかった」、「どこに相談してよいのかわからなかった」、「そのことについて思い出
したくなかった」の割合が⾼い状況となっています。 

 
■ＤＶ被害に関する相談状況（複数回答） 

  

47.4 

30.1 

26.9 

9.6 

3.8 

3.2 

1.9 

1.3 

0.0 

3.2 

7.7 

0% 20% 40% 60%

どこ（誰）にも相談しなかった（できなかった）

家族や親戚に相談した

友人知人に相談した

警察に連絡・相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・カウンセリング機

関・ＮＰＯ法人など）に相談した

医療関係者（医師、看護師、助産師など）に相談した

配暴センター、県婦人相談所、男女センター、市役所な

どの公的相談窓口に相談した

法務局や人権擁護委員に相談した

学校関係者（教員、養護教員、スクールカウンセラーな

ど）に相談した

その他

無回答

全体(n=156)
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■相談しなかった（できなかった）理由（複数回答） 

 

   

47.3 

44.6 

33.8 

21.6 

18.9 

18.9 

17.6 

10.8 

8.1 

8.1 

6.8 

5.4 

1.4 

68.8 

50.0 

50.0 

43.8 

25.0 

37.5 

37.5 

18.8 

0.0 

6.3 

12.5 

6.3 

0.0 

42.1 

43.9 

39.8 

14.0 

17.5 

14.0 

12.3 

8.8 

10.5 

8.8 

5.3 

5.3 

1.8 

0% 20% 40% 60%

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけ

ると思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

他人を巻き込みたくなかったから

どこ（誰）に相談してよいのかわからなかったから

そのことについて思い出したくなかったから

世間体が気になったから

相談相手の言動により不快な思いをさせられると

思ったから

相談したことがわかると仕返しや、もっとひどい暴

力を受けると思ったから

その他

無回答

全体(n=74) 男性(n=16) 女性(n=57)
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③③『『性性的的ママイイノノリリテティィ』』やや『『ＬＬＧＧＢＢＴＴ』』とといいうう⾔⾔葉葉のの認認知知度度ににつついいてて  

『知っている』が 61.9％、『⾔葉は聞いたことがあるが内容は知らない』が 18.0％となっ
ています。 

年代別でみると、若年層では「性的マイノリティ」や「ＬＧＢＴ」という⾔葉の認知度が
⾼く、年代が上がるにつれて低くなっています。 

■『性的マイノリティ』や『ＬＧＢＴ』という⾔葉の認知度 

 
 

④④ＬＬＧＧＢＢＴＴななどどのの性性的的ママイイノノリリテティィのの⼈⼈たたちちがが暮暮ららししややすすいい社社会会をを作作るるたためめのの取取組組
のの必必要要性性ににつついいてて  

全体では『かなり必要』と『必要』を合わせると 67.2％となり、多くの⼈がその必要性を
感じている状況です。年代別にみると、10〜20 代は 83.5％と⾮常に⾼い状況ですが、60 代
では 64.7％、70 代では 45.1％となっており、全国的な傾向と同じく、年代が上がるにつれ
て低くなっています。 

また、性的マイノリティの⼈たちが暮らしやすい社会を作るために必要なこととして、
『学校教育における⼦どもたちへの学習機会を充実させる』が 71.1％と最も多く、次いで
『情報発信や啓発活動を⾏う』、『法律・条例等に偏⾒や差別解消への取組を明記する』とな
っています。 
  

61.9 

82.6

73.4 

73.8 

67.4 

56.1 

36.5 

18.0 

11.0

16.7 

14.0 

15.3 

21.2 

23.5 

17.6 

6.4

9.4 

10.0 

15.3 

19.7 

35.3 

2.5 

0.0

0.5 

2.3 

2.1 

3.0 

4.7 

全体(n=1298)

10～20代(n=109)

30代(n=192)

40代(n=221)

50代(n=236)

60代(n=269)

70代(n=255)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない 知らない 無回答
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■性的マイノリティの⼈たちが暮らしやすい社会を作るための取組の必要性（年代別） 

 
 

■性的マイノリティの⼈たちが暮らしやすい社会を作るために必要なこと（複数回答） 

 

19.0 

50.5 

26.0 

21.3 

20.8 

9.7 

7.1 

48.2 

33.0 

53.1 

54.8 

47.9 

55.0 

38.0 

7.1 

4.6 

4.7 

6.3 

6.8 

9.3 

8.6 

1.4 

0.9 

2.1 

0.5 

0.8 

1.1 

2.4 

21.0 

11.0 

12.5 

14.9 

21.6 

21.9 

36.1 

3.3 

0.0 

1.6 

2.3 

2.1 

3.0 

7.8 

全体(n=1298)

10～20代(n=109)

30代(n=192)

40代(n=221)

50代(n=236)

60代(n=269)

70代(n=255)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かなり必要だと思う 必要だと思う あまり必要だと思わない

必要ではない わからない 無回答

71.1 

46.9 

40.8 

39.7 

39.3 

34.4 

32.5 

25.8 

1.7 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80%

学校教育における子どもたちへの学習機会を充実させる

広報紙やホームページ、講演会等により、多様な性のあ

り方についての情報発信や啓発活動を行う

法律・条例等に性的少数者の人たちへの偏見や差別解消

への取組を明記する

社会環境（だれでも使えるトイレや更衣室等）を整備

教職員や保護者、行政職員等の研修を実施する

パートナーシップ制度を導入する

相談窓口の充実とその周知

自治体がＬＧＢＴ支援を宣言する

その他

無回答

全体(n=872)
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（（４４））男男⼥⼥共共同同参参画画社社会会のの実実現現にに向向けけてて  

①①今今後後、、⾏⾏政政がが⼒⼒をを⼊⼊れれてていいくくべべきき施施策策ににつついいてて  

『⼦育てや介護中でも仕事が続けられるよう休業・休暇・短時間勤務などの制度を充実す
る』が 42.4％と最も多く、次いで『⻑時間労働の⾒直しや在宅勤務の普及など男⼥ともに
働き⽅を⾒直す』が 33.4％となっています。 

性別で⾒ると、男性と⽐較して⼥性では『⼦育てや介護中でも仕事が続けられるよう休
業・休暇・短時間勤務などの制度を充実する』が 14.7 ポイント、『⻑時間労働の⾒直しや在
宅勤務の普及など男⼥ともに働き⽅を⾒直す』が 7.2 ポイント⾼くなっています。 

  

● ⼥性の DV 被害の経験については、『⾝体的 DV』が 10.2％、『精神的 DV』が 9.2％
で、各 DV とも男性を上回り、⼥性の⽅が暴⼒を受けやすい状況にあります。暴⼒被
害を⻑期化・深刻化させないため、早期に相談機関につながるよう、窓⼝の周知が重
要です。 

 
● DV 被害を受けても『どこ（だれ）にも相談しなかった（できなかった）』⼈が約半

数を占めており、その理由としては、男性は『相談しても無駄だと思った』、⼥性は
『⾃分さえ我慢すれば何とかこのままやっていけると思った』が最も多いことから、
「諦め」や「我慢」を強いられている⼈が多く存在することがうかがえます。 

被害を受けている⼈が相談しやすい窓⼝体制を整えるとともに、暴⼒の加害者・被
害者のいずれにもならないよう、多様な機会を通じた意識啓発が重要です。 

 
● 『性的マイノリティ』や『ＬＧＢＴ』という⾔葉の認知度は若年層ほど⾼く、年代

が上がるにつれて低くなっていることから、幅広い年代への周知・啓発を進める必要
があります。 

 
● 性的マイノリティの⼈たちが暮らしやすい社会を作るための取組の必要性につい

ても、若年層がより⾼く必要性を感じており、年代が上がるにつれて低くなっていま
す。また、暮らしやすい社会を作るために必要なこととして、学校等での学習機会の
充実や様々な媒体を通じた情報発信・啓発活動、社会環境の整備や研修の実施等、周
知・啓発を進めていくことが求められています。 

ままととめめ  
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■今後、⾏政が⼒を⼊れていくべき施策について（複数回答） 

  

 

42.4 

33.4 

28.2 

25.2 

22.7 

22.3 

19.5 

18.5 

11.8 

10.6 

9.6 

8.3 

4.7 

4.2 

3.5 

0.8 

0.7 

2.5 

33.9 

29.4 

35.4 

22.5 

26.8 

24.6 

15.8 

16.6 

12.7 

10.6 

9.5 

7.8 

3.4 

3.5 

4.3 

1.7 

1.1 

2.6 

48.6 

36.6 

23.0 

27.3 

19.8 

20.7 

22.2 

19.9 

10.9 

10.8 

9.8 

8.7 

5.8 

4.3 

3.1 

0.1 

0.4 

2.3 

44.4 

22.2 

27.8 

16.7 

22.2 

16.7 

16.7 

16.7 

22.2 

5.6 

5.6 

5.6 

0.0 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

5.6 

0% 20% 40% 60%

子育てや介護中でも仕事が続けられるよう休業・休暇・

短時間勤務などの制度を充実する

長時間労働の見直しや在宅勤務の普及など男女ともに働

き方を見直す

法律、制度の見直し

育児や介護のための施設やサービスを充実する

男女の平等と相互の理解や協力についての意識啓発や広

報・ＰＲを行う

国・地方公共団体の審議会の委員など政策決定の場に女

性を積極的に登用する

男性に対し、育児・介護・地域生活へ参画するよう、教

育・啓発を行う

子育てや介護で一旦離職した人の再就職のための情報提

供、職業訓練、研修を充実する

民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進むよう支援

する

女性が少ない分野（研究者等）における女性の進出を支

援する

女性に対し、積極的な社会参画や就労継続のための教

育・啓発を行う

女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する

女性に対する暴力（ＤＶなど）の根絶と被害者に対する

支援を充実する

わからない

地域の女性団体等に関する情報の収集・提供

その他

特に必要なことはない

無回答

全体(n=1298) 男性(n=537) 女性(n=743) その他(n=18)

● ⾏政には、⼦育てや介護等がしやすい制度の充実や働き⽅の⾒直し、サービスの充
実など幅広い⽀援が望まれています。 

● 今後も引き続き、本市における男⼥共同参画社会の実現に向けて、家庭・学校・職
場・地域社会などあらゆる場において、誰もが互いに尊重し、認め合う社会の⼤切さ
を周知啓発していくことが必要です。 

ままととめめ  


